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（仮称）「青 森 市 景 観 計 画」（素案）【概 要 版】 

 

１ 計画改定の趣旨【新規】 

計画改定の背

景・目的 

・「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録に向けた、遺跡の保全の取組が行われ

ていることを踏まえ、市民・事業者・行政が一体となって青森らしい魅力ある景観の形成

を目指し、景観形成の指針としての役割を担う「青森市景観計画」を改定するもの。                                                                              

計画の位置づ

け 

・本計画は、「青森市総合計画 前期基本計画」に掲げる施策第 5章「つよい街」第２節「土

地利用・都市景観の形成」第２項「自然環境と調和した都市景観の形成」に関する取組を

まとめた個別計画。 

計画期間 平成１８年度～令和５年度 

 

２ 現状と課題【新規】 

現状における

課題 

・良好な景観形成に向けた市民・事業者の理解・協力、機運の醸成が求められている。  

・良好な景観形成や資産等へのわかりやすい案内・誘導が求められている。 

・「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録等を踏まえ、歴史的・文化的資源であ

る遺跡の保全が求められている。                                                              

 

３ 景観計画区域  「景観計画区域は青森市全域とする。」 

 

４ 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針【一部改定】 

基本理念 
・「青い森」、「青い海」、「青い空」を 市民一人一人が守り、創る、愛着と誇りの持てる景観

形成。   

基本目標 

・「青い森」の豊かな自然や歴史文化を守り、引き継ぐまちの景観づくり。 

・「青い海」から発展する住んでいたい、活力に満ちたまちの景観づくり。 

・「青い空」のもと住んでみたい、いきいきした暮らしを創り育てるまちの景観づくり。 

基本方針 

・景観類型区分（自然的景観、歴史・文化的景観、市街地景観）ごとの景観形成方針につい

て、自然的景観は、地形・自然資産を大切にした〈自然的景観〉の保全に努める。 

歴史・文化的景観は、先人の遺産を大切にした〈歴史・文化的景観〉の保全・形成に努め

る。 

 市街地景観は、ゆとりと潤いのある快適で魅力的な〈市街地景観〉の創出に努めるとする。 

景観形成重点

地区 

 

・景観形成重点地区は、 

世界遺産登録に必要な 

特別史跡三内丸山遺跡 

及び史跡小牧野遺跡の 

資産範囲並びにそれら 

周辺の緩衝地帯範囲と 

する。 

資産範囲 

景観形成重点地区 

凡 例 

特別史跡 三内丸山遺跡周辺 史跡 小牧野遺跡周辺 
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５ 良好な景観形成のための行為制限に関する事項【一部改定】 

届出を要する

行為 

・市全体（景観形成重点地区を除く）は、一定規模を超える大規模行為（建築面積 1,000 ㎡

超える建築物等）を届出対象とする。 

・「景観形成重点地区」は、一定規模を超える行為（建築面積 10 ㎡超える建築物等）を届出

対象とする。                                                                             

景観形成基準 

・市全域（景観計画区域）においては、周辺の優れた景観と調和した魅力ある景観形成を行

うため、形態・意匠・色彩・素材等の工夫に努めるとともに、統一性や地域のシンボルと

なる山稜の眺望景観に配慮する。 

・「景観形成重点地区」の資産範囲内の主要な視点場から、その眺望を妨げないよう配慮す

る。 

○届出が必要な対象行為の規模（景観形成重点地区） 

行  為  の  種  類 行 為 の 規 模 

１ 建築物の新築、増築、改築若しくは移転 建築面積１０㎡を超えるもの 

２ 

工

作

物

の

新

設

・

増

築

・

改

築

若

し

く

は

移

転 

①さく、塀、擁壁その他これらに類する工作

物 
高さ１.５ｍを超えるもの 

②鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、そ

の他これらに類する工作物（④の支持物を除

く。） 高さ５ｍを超えるもの 

③煙突、排気塔その他これらに類する工作物 

④電気供給のための電線路又は有線電気通信

のための線路（これらの支持物を含む。） 
高さ１０ｍを超えるもの 

⑤物見塔、電波塔その他これらに類する工作

物 

高さ（当該工作物が建築物と一体とな

って設置される場合は、地盤面から当

該工作物の上端までの高さ）５ｍを超

えるもの 

⑥広告板、広告塔その他これらに類する工作

物 

高さ（当該物件が建築物と一体となっ

て設置される場合は、地盤面から当該

物件の上端までの高さ）５ｍ又は表示

面積の合計が１５㎡を超えるもの 

⑦彫像、記念碑その他これらに類する工作物 

 

⑧観覧車、コースター、ウォーターシュート

その他これらに類する遊戯施設 

⑨自動車車庫の用に供する立体的施設 

⑩アスファルトプラント、コンクリートプラ

ントその他これらに類する製造施設 

⑪石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類

するものの貯蔵又は処理の用に供する施設 

⑫汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これら

に類する処理施設 

高さ５ｍ又は築造面積１０㎡を超え

るもの 



3 

 

３ 建築物又は工作物の、外観を変更することとな

る修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 

上記の規模を超える建築物又は工作

物の外観面積の２分の１を超えるも

の 

４ 開発行為その他土地の形質の変更 土地面積300㎡又は法面の高さ1.5ｍ

を超えるもの ５ 土石の採取又は鉱物の掘採 

６ 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の

物件の堆積 

築造面積 50 ㎡又は高さ 1.5ｍを超え

るもの 

７ 木竹の伐採 
伐採面積 50 ㎡又は高さ 5ｍを超える

もの 

８ 太陽光発電設備の設置 
土地に自立し、かつ事業の敷地面積 

３００㎡を超えるもの 

 

○景観形成基準（配慮すべき事項・市全域）【抜粋】 

建築物の建築
等又は工作物
の建設等 
 

位置、規模
及び形態意
匠 

・景観形成重点地区の資産範囲内の主要な視点場から、その

眺望を妨げない位置、規模、高さ及び形態意匠とし、周辺

の景観から突出した印象を与えない。 

・景観形成重点地区は、建築物等の最高部の高さは 13ｍ以

下とし、やむを得ない事情により基準値を超える場合は

資産内の主要な視点場から、その眺望を妨げない。 

太陽光発電設
備の設置 

位置及び規
模 

・道路等の公共空間から見えにくい位置及び規模とする。 

その他 ・道路等の公共空間から可能な限り見えないよう、敷地の周

囲を市推薦樹種を用いた緑化や塀の設置等により遮蔽

し、周辺の優れた景観との調和に配慮した効果的なマス

キングを行う。 

 

 

 

６ 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項【一部改定】 

・市全域（景観計画区域）においては、周辺景観や自然景観と調和又は、保全するため、位置、規模、形態、色彩

等に配慮する。 

・「景観形成重点地区」の資産範囲内の主要な視点場から見えないよう配慮する。 

 

○屋外広告物景観形成基準（配慮すべき事項（景観計画区域））【抜粋】 

位置、規模及び形態意匠 ・景観形成重点地区の資産範囲内の主要な視点場から見えない位置、規模とする。 

 

                                                 

 

 

 

 

 

景観形成基準 
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７ 景観重要建造物の指定に関する事項 

指定の方針 

・外観上の特徴があり地域のシンボルとなっている。 

・道路などの公共的空間から容易に望見できる。 

・地域住民に親しまれている。 

・景観上将来にわたって保全・継承の必要性がある。 

・所有・管理者の意見を尊重する。 

・高さ５メートルを超えるもの。                                                                                 

 

８ 景観重要樹木の指定に関する事項 

指定の方針 

・外観上の特徴があり地域のシンボルとなっている。 

・道路などの公共的空間から容易に望見できる。 

・地域住民に親しまれている。 

・将来にわたって保全・継承の必要性がある。 

・所有・管理者の意見を尊重する。 

・樹高５メートルを超えるもの。 

・周囲の環境等により、心象に残る奇抜な樹容をなすもの。 

 

９ 景観重要公共施設の整備に関する事項 

定める事項 
・地域の景観の核となる道路・公園・河川・港湾等の公共施設について、当該公共施設及びそ

の周辺の特性や土地利用に応じた整備事項を定める。 

 

１０ 景観農業振興地域整備計画の策定に関する事項 

定める事項 

・対象とする区域。 

・その区域内における土地の農業上の利用に関する事項。 

・農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項。 

・農用地等の保全に関する事項。 

・農業の近代化のための施設の整備に関する事項。  

 

１１ 案内・誘導サイン等の整備に関する事項【新規】 

整備の方針 

・必要な場所へ分かりやすく設置する。 

・視認性を確保した上で多言語表記を推進する。 

・表記内容の連続性・統一性を確保する。                                                                    

配
慮
す
べ
き
事
項 

位置、規模
及び形態
意匠 

・使用書体は、離れたところからの可読性や視認性を考慮し、原則として角ゴシック体とする。 

・文字の大きさは、視認距離に応じた大きさとする。 

・日本語の表記は、原則として国文法、現代かなづかい、数字の表記は算用数字による表記（固

有名詞を除く。）を行う。 

・外国語の表記は、日本語と英語の併記を基本とし、必要に応じて中国語（繁体字、簡体字）、

韓国語も併記する（ローマ字で表記する場合は、原則ヘボン式とする。）。 

・ピクトグラムは標準案内用図記号及びＪＩＳの使用を原則とし、積極的に使用する。 

・サインの存在が一見してわかる場所で、通行の支障とならない場所に設置する。 

・サインのデザインはシンプルなものとし、種類ごとに統一したデザインとする。 

・複数のサインを集約し、統一したサインとする。 

色彩 ・多様な色覚に配慮し、誰にとってもわかりやすい色の組み合わせとする。 
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１２ 景観形成推進体制 

市民と事業

者の役割 

・良好な景観形成に当たり、市民と事業者の役割として、市民や事業者は互いに主体となることか

ら、良好な景観は市民共有の財産であることを認識し、建築や開発時のみならず日常生活や事業

活動において景観に配慮する。      

市の役割 

・市の役割として、魅力的な公共空間の創出を推進するなど先導的な役割を担うとともに、市民や事

業者の景観意識の高揚や市民合意の形成のほか、推進体制の整備・充実を図る。 

(１)景観意識の高揚と市民合意の形成 

① 景観計画や景観形成に対する取組についての啓発・情報共有 

② 学校教育や生涯学習との連携による景観教育の推進 

③ 地域住民による自主的な緑化活動や、良好な景観づくりに貢献しているまちなみ景観を表彰す

ることによる市民・事業者参加の促進 

(２)推進組織・体制の整備 

① 公共事業による景観形成の先導的な推進 

② 国・県等関係機関との連携強化及び庁内意識の向上 

③ 青森市景観審議会の積極的活用 等 

 

１３ 目標とする指標【新規】 

指標とその説明 基準値 目標値 

景観形成基準適合割合 １００％（2020 年度） １００％（2023 年度） 

緑化活動団体数 ７６団体（2020 年度） ７６団体（2023 年度） 

 

 


